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梨
県
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報
　
　
第
二
百
八
十
三
号
　
　
令
和
四
年
五
月
十
二
日

毎
週
二
回
発
行
月
曜
日
木
曜
日
　
定
価（
消
費
税
込
）一
箇
年
　
一
七
、六
〇
〇
円
（
郵
送
料
を
含
む
。）

二
六
三

山
梨
県
公
報

第
二
百
八
十
三
号

令
和
四
年五

月
十
二
日

木　曜　日

目

次

告

示

○
土
地
改
良
区
の
解
散
の
認
可	

二
六
三

公

告

○
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証
（
三
件
）	

二
六
三

○
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任	

二
六
三

○
換
地
計
画
の
決
定	

二
六
四

○
公
共
測
量
の
実
施	

二
六
五

教
育
委
員
会

○
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託	

二
六
五

告
　
　
　
示

山
梨
県
告
示
第
百
十
七
号

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
六
十
七
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
令
和

四
年
四
月
二
十
六
日
玉
諸
土
地
改
良
区
の
解
散
を
認
可
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 
郎

公
　
　
　
告

◉
　
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
　
市
川
三
郷
町

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期
　
令
和
二
年
五
月
二
十
六
日
か
ら
令
和
四
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称
　
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域
　
市
川
三
郷
町
大
字
大
塚
の
一
部

五
　
認
証
年
月
日
　
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

◉
　
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
　
山
中
湖
村

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期
　
平
成
十
三
年
六
月
二
十
一
日
か
ら
令
和
三
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称
　
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域
　
山
中
湖
村
山
中
の
一
部

五
　
認
証
年
月
日
　
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

◉
　
国
土
調
査
の
成
果
の
認
証

国
土
調
査
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百
八
十
号
）
第
十
九
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次
の
と
お

り
国
土
調
査
の
成
果
を
認
証
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
調
査
を
行
っ
た
者
の
名
称
　
富
士
河
口
湖
町

二
　
調
査
を
行
っ
た
時
期
　
平
成
十
年
七
月
六
日
か
ら
平
成
三
十
一
年
三
月
三
十
一
日
ま
で

三
　
成
果
の
名
称
　
地
籍
図
及
び
地
籍
簿

四
　
調
査
を
行
っ
た
地
域
　
富
士
河
口
湖
町
大
字
富
士
ヶ
嶺
の
一
部

五
　
認
証
年
月
日
　
令
和
四
年
四
月
二
十
六
日

◉
　
土
地
改
良
区
役
員
の
退
任
及
び
就
任

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
七
項
の
規
定
に
よ
り
、
小
曲

土
地
改
良
区
か
ら
次
の
と
お
り
役
員
が
退
任
及
び
就
任
し
た
旨
届
出
が
あ
っ
た
。

令
和
四
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
退
任

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

藤
田
求
武

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
七
十
三
番
地

令
和
四
年
四
月
十
五
日

同

石
原
勉

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
六
十
九
番
地

同

同

鈴
木
正
仁

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
八
十
五
番
地

一

同

同

桑
原
信
夫

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
九
十
三
番
地

同

同

窪
田
隆
夫

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
八
十
番
地

同

同

石
原
英
次

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
五
十
五
番
地

二

同

同

荒
井
濱
雄

甲
府
市
上
曽
根
町
二
千
四
百
二
十
四

番
地

同

同

竹
之
内
一
徳

甲
府
市
下
今
井
町
七
百
七
十
四
番
地

同

同

増
田
隆

甲
府
市
小
曲
町
百
二
十
一
番
地
二

同

監
事

市
村
太
麻
雄

甲
府
市
上
今
井
町
二
千
四
百
十
番
地

一

同

同

三
神
源
治

甲
府
市
西
下
条
町
七
百
五
十
三
番
地

同

同

出
井
優
子

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
六
十
番
地

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
三
号
　
　
令
和
四
年
五
月
十
二
日

二
六
四

◉
　
換
地
計
画
の
決
定

土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
県

営
中
山
間
地
域
総
合
整
備
事
業
（
双
葉
北
部
地
区
第
一

－

一
工
区
）
の
換
地
計
画
を
定
め
た
の
で
、
同

条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
条
第
五
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
次
の
と
お
り

関
係
書
類
を
縦
覧
に
供
す
る
。
な
お
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
対
し
て
不
服
が
あ
る
と
き
は
、
山
梨

二
　
就
任

役
職
名

氏
名

住
所

退
任
年
月
日

理
事

藤
田
求
武

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
七
十
三
番
地

令
和
四
年
四
月
十
五
日

同

石
原
勉

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
六
十
九
番
地

同

同

鈴
木
正
仁

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
八
十
五
番
地

一

同

同

桑
原
信
夫

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
九
十
三
番
地

同

同

窪
田
隆
夫

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
八
十
番
地

同

同

石
原
英
次

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
五
十
五
番
地

二

同

同

荒
井
濱
雄

甲
府
市
上
曽
根
町
二
千
四
百
二
十
四

番
地

同

同

竹
之
内
一
徳

甲
府
市
下
今
井
町
七
百
七
十
四
番
地

同

同

増
田
隆

甲
府
市
小
曲
町
百
二
十
一
番
地
二

同

監
事

市
村
太
麻
雄

甲
府
市
上
今
井
町
二
千
四
百
十
番
地

一

同

同

三
神
源
治

甲
府
市
西
下
条
町
七
百
五
十
三
番
地

同

同

出
井
優
子

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
六
十
番
地

同

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

鈴
木
正
仁

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
八
十
五
番
地

一

令
和
四
年
四
月
十
六
日

同

向
山
章
夫

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
六
十
九
番
地

同

同

桑
原
信
夫

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
九
十
三
番
地

同

同

出
井
茂

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
七
十
七
番
地

同

同

石
原
英
次

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
五
十
五
番
地

二

同

同

増
田
隆

甲
府
市
小
曲
町
百
二
十
一
番
地
二

同

同

矢
崎
良
文

甲
府
市
下
向
山
町
三
千
九
百
三
番
地

同

同

佐
野
正
人

甲
府
市
下
今
井
町
六
百
四
十
九
番
地

三

同

同

出
井
優
子

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
六
十
番
地

同

監
事

市
村
太
麻
雄

甲
府
市
上
今
井
町
二
千
四
百
十
番
地

一

同

同

新
田
健
児

甲
府
市
西
下
条
町
三
百
三
十
八
番
地

二

同

同

向
山
聡

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
七
十
八
番
地

同

役
職
名

氏
名

住
所

就
任
年
月
日

理
事

鈴
木
正
仁

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
八
十
五
番
地

一

令
和
四
年
四
月
十
六
日

同

向
山
章
夫

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
六
十
九
番
地

同

同

桑
原
信
夫

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
九
十
三
番
地

同

同

出
井
茂

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
七
十
七
番
地

同

同

石
原
英
次

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
五
十
五
番
地

二

同

同

増
田
隆

甲
府
市
小
曲
町
百
二
十
一
番
地
二

同

同

矢
崎
良
文

甲
府
市
下
向
山
町
三
千
九
百
三
番
地

同

同

佐
野
正
人

甲
府
市
下
今
井
町
六
百
四
十
九
番
地

三

同

同

出
井
優
子

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
六
十
番
地

同

監
事

市
村
太
麻
雄

甲
府
市
上
今
井
町
二
千
四
百
十
番
地

一

同

同

新
田
健
児

甲
府
市
西
下
条
町
三
百
三
十
八
番
地

二

同

同

向
山
聡

甲
府
市
小
曲
町
千
二
百
七
十
八
番
地

同



山
梨
県
公
報
　
　
第
二
百
八
十
三
号
　
　
令
和
四
年
五
月
十
二
日

二
六
五

県
知
事
に
審
査
請
求
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
ま
た
、
こ
の
公
告
に
係
る
決
定
に
つ
い
て
は
、
前
記
の

審
査
請
求
の
ほ
か
、
山
梨
県
を
被
告
と
し
て
、
取
消
し
の
訴
え
を
提
起
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

令
和
四
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
縦
覧
書
類
　
換
地
計
画
書
の
写
し

二
　
縦
覧
期
間
　
令
和
四
年
五
月
十
三
日
か
ら
同
年
六
月
九
日
ま
で

三
　
縦
覧
場
所
　
甲
斐
市
役
所

四
　
審
査
請
求
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
六
月
二
十
四
日
ま
で

五
　
取
消
訴
訟
の
出
訴
期
間
　
こ
の
公
告
の
日
か
ら
令
和
四
年
十
一
月
十
二
日
ま
で

◉
　
公
共
測
量
の
実
施

測
量
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
八
十
八
号
）
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条

第
一
項
の
規
定
に
よ
り
富
士
・
東
部
建
設
事
務
所
か
ら
次
の
と
お
り
公
共
測
量
を
実
施
す
る
旨
の
通
知

を
受
け
た
の
で
、
同
法
第
三
十
九
条
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
十
四
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
示

す
る
。令

和
四
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
測
量
の
種
類
　
公
共
測
量
（
3
級
基
準
点
測
量
）

二
　
測
量
の
地
域
　
上
野
原
市
大
椚
地
内

三
　
測
量
の
期
間
　
令
和
四
年
五
月
十
日
か
ら
令
和
四
年
九
月
九
日
ま
で

教
育
委
員
会

◉
　
使
用
料
の
収
納
事
務
の
委
託

地
方
自
治
法
施
行
令
（
昭
和
二
十
二
年
政
令
第
十
六
号
）
第
百
五
十
八
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
と
お
り
使
用
料
の
収
納
事
務
を
委
託
し
た
。

令
和
四
年
五
月
十
二
日

山
梨
県
知
事
　
　
長
　
　
崎
　
　
幸 

太 

郎

一
　
委
託
の
相
手
方
　
上
野
原
市
上
野
原
三
千
八
百
三
十
二
番
地
　
上
野
原
市

二
　
委
託
に
係
る
使
用
料
　
山
梨
県
立
ゆ
ず
り
は
ら
青
少
年
自
然
の
里
の
使
用
料

三
　
委
託
の
期
間
　
令
和
四
年
四
月
一
日
か
ら
令
和
五
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
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